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プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー  

 

 コ ー エ イ 不 動 産 株 式 会 社（ 以 下 、「 当 社 」と い い ま す ）は 、不 動

産 事 業 等 を 行 う 企 業 と し て 、個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、特 定 の 個

人 を 識 別 で き る 情 報 又 は 他 の 情 報 と 容 易 に 照 合 す る こ と が で き 、そ

れ に よ り 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で き る も の（ 以 下 、「 個 人 情

報 」と い い ま す 。そ の 他 本 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー に お け る 用 語 は「 個

人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 」 に 則 る こ と と し ま す ） を 取 得 、 利 用 、

管 理 す る こ と が あ り ま す 。そ の 際 、当 社 は 、個 人 情 報 の 保 護 に 関 す

る 法 律（ 以 下 、「 個 人 情 報 保 護 法 」と い い ま す ）等 の 法 令 を 遵 守 し 、

個 人 情 報 を 保 護 す る と と も に 、で き る 限 り 、個 人 の 意 思 を 尊 重 し つ

つ 、個 人 情 報 を 取 り 扱 う こ と が 社 会 的 責 務 と 考 え 、次 の 取 組 み を 推

進 し て ま い り ま す 。  

 

１  個 人 情 報 の 保 護 、 安 全 管 理 措 置  

１ ）  当 社 は 、 個 人 情 報 保 護 法 等 の 法 令 を 遵 守 い た し ま す 。  

 

２ ） 当 社 が 利 用 目 的 の 範 囲 内 で 業 務 委 託 先 に 個 人 デ ー タ を 提 供 す

る 場 合 が あ り ま す が 、業 務 委 託 先 に は 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 に

関 し て 、上 記 目 的 外 の 利 用 を 禁 止 し 、安 全 管 理 措 置 を 講 じ さ せ

る 等 の 対 応 を 行 い 、 委 託 先 の 監 督 を 実 施 い た し ま す 。  

 

３ ） 当 社 は 、個 人 情 報 に 関 す る 社 内 規 程 そ の 他 の 規 程 を 定 め 、従

業 者 に 個 人 情 報 の 保 護 を 徹 底 し 、 教 育 研 修 を 実 施 い た し ま す 。 

 

４ ）  当 社 は 、 保 有 す る 個 人 情 報 に つ い て 、 不 正 ア ク セ ス 、 漏 洩 、

滅 失 又 は 毀 損 等 の 管 理 上 の リ ス ク が 存 在 す る こ と を 常 に 強 く

意 識 し 、 こ れ ら に 対 す る 人 的 、 物 的 安 全 管 理 措 置 を 講 じ ま す 。

  

５ ） 当 社 は 、本 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー 、個 人 情 報 保 護 に 関 す る 社

内 規 程 、運 用 に つ い て 、法 令 等 の 改 正 、社 会 情 勢 の 変 化 等 に 応

じ て 継 続 的 に 改 善 し て ま い り ま す 。  

 

２  個 人 情 報 の 取 扱 い  

１ ）  取 得 す る 個 人 情 報 の 利 用 目 的  

当 社 は 、氏 名 、住 所 、電 話 番 号 、フ ァ ッ ク ス 番 号 、メ ー ル ア

ド レ ス 、年 齢 、性 別 、職 業 、銀 行 口 座 番 号 等 の 個 人 情 報 を 取 得

す る 場 合 が あ り ま す 。  
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当 社 は 、個 人 情 報 を 本 人 か ら 書 面 等 に よ り 直 接 取 得 す る 場 合

（ そ れ ら の 書 面 等 に あ ら か じ め 利 用 目 的 を 明 示 し て お り ま す ）、

又 は そ れ 以 外 の 方 法 で 適 法 に 取 得 す る 場 合 、以 下 の 目 的 に 利 用

い た し ま す 。  

① 不 動 産 の 売 買 契 約 又 は 賃 貸 借 契 約 の 相 手 方 を 探 索 す る た

め  

② 不 動 産 の 売 買 、賃 貸 借 、仲 介 、管 理 等 の 取 引 に 関 す る 契 約

の 締 結 ・ 履 行 を 行 う た め  

③ お 客 様 に 不 動 産 の 売 買 、賃 貸 借 、仲 介 、管 理 等 に 関 す る 情

報 の 提 供 を 行 う た め  

④ 不 動 産 の 売 買 、 賃 貸 借 等 に 関 す る 価 格 査 定 を 行 う た め  

⑤ 情 報 提 供 の た め の 郵 便 物 、電 話 、電 子 メ ー ル 、ま た は 訪 問

等 に よ る 営 業 活 動 及 び ア フ タ ー サ ー ビ ス を 行 う た め  

 

２ ）  第 三 者 提 供  

当 社 は 、以 下 の ① か ら ⑥ に 記 載 す る 場 合 を 除 き 、個 人 デ ー タ

（「 個 人 デ ー タ ベ ー ス 等 」を 構 成 す る 個 人 情 報 ）を あ ら か じ め

本 人 の 同 意 を 得 な い で 、 第 三 者 に 提 供 す る こ と は あ り ま せ ん 。

ま た 、個 人 デ ー タ に 該 当 し な い 個 人 情 報 に つ い て も 、で き る 限

り 個 人 デ ー タ に 準 じ て 取 り 扱 い ま す 。  

①  法 令 に 基 づ い て 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 場 合  

②  人 の 生 命 、身 体 又 は 財 産 の 保 護 の た め に 必 要 な 場 合 で あ

っ て 、 本 人 の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 で あ る 場 合  

③  公 衆 衛 生 の 向 上 又 は 児 童 の 健 全 な 育 成 の 推 進 の た め に 特

に 必 要 が あ る 場 合 で あ っ て 、 本 人 の 同 意 を 得 る こ と が 困

難 で あ る と き  

④  国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体 又 は そ の 委 託 を 受 け た 者 が 法

令 の 定 め る 事 務 を 遂 行 す る こ と に 対 し て 協 力 す る 必 要 が

あ っ て 、 本 人 の 同 意 を 得 る こ と に よ り 当 該 事 務 の 遂 行 に

支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と き  

⑤  金 融 機 関 ・ 司 法 書 士 ・ 土 地 家 屋 調 査 士 ・ 施 工 会 社 ・ 管 理

会 社 ・ 引 越 業 者 ・ そ の 他 の サ ー ビ ス 提 供 会 社 、 そ の 他 、

利 用 目 的 の 達 成 に 必 要 な 範 囲 の 関 係 者 へ の 提 供  

⑥  当 社 グ ル ー プ に 属 す る 会 社 へ の 提 供  

な お 、上 記 ⑤ ⑥ の 場 合 に 本 人 の 方 の 求 め が あ っ た 場 合 は 、速 や  

か に 第 三 者 へ の 提 供 を 停 止 い た し ま す 。  
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３ ）  開 示 等 の 手 続  

当 社 が 保 有 す る 個 人 デ ー タ に つ い て 、開 示 、訂 正 、利 用 停 止

等 郵 送 に て 受 け 付 け ま す 。 必 要 事 項 を ご 記 入 い た だ い た 上 で 、

本 人 確 認 に 必 要 な 資 料 と と も に 、下 記 宛 先 ま で ご 郵 送 く だ さ い 。

情 報 の 漏 洩 防 止 、正 確 性 の 確 保 の 観 点 か ら 、遅 滞 な く 必 要 な 調

査 を 行 い 、当 該 請 求 は 本 人 が な さ れ た も の で あ る と 確 認 で き た

場 合 に 限 り 、 合 理 的 な 期 間 内 に 必 要 な 措 置 を と り ま す 。  

な お 、１ 件 あ た り 、手 数 料 と し て 所 定 の 金 額 を ご 負 担 い た だ

き ま す の で 、 ご 了 承 く だ さ い 。  

３  問 合 わ せ 窓 口  

個 人 情 報 保 護 法 に 関 す る 問 合 わ せ 等 は 、下 記 に て お 受 い た し

ま す 。  

コ ー エ イ 不 動 産 株 式 会 社   

〒 ６ ５ ０ － ０ ０ ０ ４  

神 戸 市 中 央 区 中 山 手 通 ２ 丁 目 １ ０ 番 ２ ０ 号  

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ７ ８ － ２ ３ ０ － ８ １ １ １  

Ｆ Ａ Ｘ ： ０ ７ ８ － ２ ３ ０ － ８ １ ７ ７  

Ｅ － Ｍ Ａ Ｉ Ｌ ： info@koei-group.co.jp 

 

 

           コ ー エ イ 不 動 産 株 式 会 社  

           代 表 取 締 役  山 本  隆 夫  


